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１．方針策定の趣旨等 
 

（１）はじめに 

    中学校の部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われ、スポーツや文化、

科学等に親しみながら、体力や技能、知識の向上を図るものである。それと同時に、

異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教員との好ましい人間関係の構築や、学

習意欲の向上、自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学

びの場にもなっている。これらは学校教育が育成を目指す資質や能力の一つであり、

生徒が豊かな学校生活を送る上で、大きな教育的意義を担ってきた。 

    しかしながら、今日、社会、経済等のめまぐるしい変化や価値観の多様化による

教育の諸課題の複雑化、生徒の放課後や休日の過ごし方の変化や少子化に伴う学校

部活動に対するニーズの多様化等により、これまでの運営体制では、生徒と教師が

努力しているにもかかわらず、その成果が表れにくくなってきている。 

    そこで、野洲市立中学校の部活動を対象として、生徒と教員にとって望ましい部

活動環境を構築するという観点に立ち、部活動が持続可能で、地域、学校、競技種

目等に応じた多様な形で適切に運営されるよう、抜本的な改革に取り組んでいくた

め、本方針を策定する。 

 

 

（２）基本方針 

① 生徒の自主的、自発的な参加により活動する 

     個々の生徒が自分の興味・関心に基づいて継続的に取り組もうとする部活動を

自らの意思で決定できるようにする。また、それぞれの生徒にとって適切な活動

量や運動強度になるよう、練習計画やその内容を工夫する。 

 

② 生徒の心身のバランスのとれた成長を促す 

     生徒が自ら目標や課題を設定し、活動や成長の過程を楽しみながら、目標達成

や課題解決に向けて取り組む態度を育む。また、生涯にわたって心身の健康を維

持増進し豊かな生活を実現するための資質・能力の育成を図り、バランスのとれ

た心身の成長を促し、充実した学校生活を送ることができるようにする。 

 

③ 指導・運営体制を学校全体で構築する 

     休養日等を明確にした指導計画の作成や、複数顧問制でのワークシェアリング

による負担の軽減等、学校全体で教員のワークライフバランスを実現できる体制

づくりに取り組む。また、地域等との連携による環境づくりや部活動指導員、外

部指導者等の導入による負担軽減についても検討していく。 
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２．適切な運営のための体制整備 

 

（１）部活動の方針の策定等 

  ① 市教育委員会は、スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ

イン（平成 30 年 3 月）」に則り、滋賀県の「部活動の指導について（平成 30 年 7

月）」を参考に、「野洲市立中学校における部活動の方針（以下、「本方針」）」を策定

する。 

 

  ② 校長は、本方針に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。 

    部活動顧問は、学校の活動方針に則り、年間の活動計画（活動日、休養日及び参

加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時、場所、休養日

及び大会日程等）を作成し、校長に提出する。 

 

  ③ 校長は、上記イの活動方針及び活動計画等を、学校のホームページへの掲載等に

より公表する。 

 

  ④ 市教育委員会は、上記イに関し、各学校において部活動の活動方針・計画の策定

が効率的に行えるよう、様式の作成等を行う。 

 

 

（２）指導・運営に係る体制の構築 

  ① 校長は、生徒や教員の数を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教員の

長時間勤務の解消等の観点から円滑に部活動を実施できるよう、適正な数の部を設

置する。 

 

  ② 校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑

み、教師の他の校務分掌や、種々の状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌

となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る

体制の構築を図る。 

 

  ③ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把握し、

生徒が安全に活動を行い、教師の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を

行う。 

 

  ④ 市教育委員会は、滋賀県教育委員会と連携し、各部顧問を対象とする指導に係る

知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を対象とする部活動の適切な運営に

係る実効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 

 

  ⑤ 市教育委員会及び校長は、教師の部活動への関与について、「学校における働き方

改革に関する緊急対策（平成 29 年 12 月 26 日文部科学大臣決定）」及び「学校にお
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ける働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時

間管理等に係る取組の徹底について（平成 30 年 2 月 9 日付け 29 文科初第 1437 号）」

を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 

※ 当該通知において、「部活動や放課後から夜間などにおける見回り等，「超勤４項目」

以外の業務については，校長は，時間外勤務を命ずることはできないことを踏まえ，

早朝や夜間等，通常の勤務時間以外の時間帯にこうした業務を命ずる場合，服務監督

権者は，正規の勤務時間の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹底するこ

と。」等について示されている。 

 

 

３．合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組 
 

（１）適切な指導の実施 

① 校長及び顧問は、部活動の実施に当たっては、文部科学省が平成 25 年 5 月に作成

した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健康管理（スポ

―ツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止

（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び体罰・ハラ

スメントの根絶を徹底する。県及び市教育委員会は、学校におけるこれらの取組が

徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

 

② 顧問は、運動部においては、スポーツ医・科学の見地から、トレーニング効果を

得るためには適切な休養が必要であることや、過度の練習がスポーツ障害・外傷の

リスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解

して指導にあたる。同時に、生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ

基礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図る。さらに、

生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成でき

るよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングを積極的に導入し、休養

を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発

達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上

で指導を行う。 

指導に当たっては、生徒との信頼関係の下に、互いを尊重しあいながら活動を進

めることが大切であり、身体に苦痛を与えたり高圧的な態度をとったりするような

指導は行わないこと。 

なお、文化部についても文化部活動の特性を踏まえつつ、この考えに準じて取り

組むこととする。 
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（２）体罰等の未然防止 

    体罰は、学校教育法第 11 条で明確に禁止されており、教職員が自らの指導力を否

定するものであるだけでなく、体罰を受けた生徒の心に深い傷を残し、社会全体の

学校に対する信頼を著しく失墜させるものであり、決して許されるものではない。 

    学校教育の一環として行われる部活動では、指導と称して殴る・蹴ること等はも

ちろん、懲戒として体罰が禁止されていることは当然である。また、指導に当たっ

ては、生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり否定したりするような発言や行為は許

されない。体罰等は、直接受けた生徒のみならず、その場に居合わせ目撃した生徒

の後々の人生まで、肉体的、精神的に悪影響を及ぼす。 

    校長、顧問及びその他の学校関係者は、部活動での指導で体罰等を厳しい指導と

して正当化することは誤りであり決して許されないものであるとの認識を持ち、そ

れらを防止するための取り組みを行うこと。 

    なお、学校関係者のみならず、保護者等も同様の認識を持つことが重要であり、

学校や顧問から積極的に説明し、理解を図ること。 

 

 

４．適切な休養日等の設定 
 

（１）休養日及び活動時間 

 部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食

事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポーツ医・

科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究も踏まえ、以

下を基準とする。 

① 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜

日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週末

に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

 

② 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な

休養を取ることができるとともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことがで

きるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

 

③ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末

を含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な

活動を行う。なお、朝練習は原則行わないこととする。 

 

  ※ 「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」

（平成 29 年 12 月 18 日公益財団法人日本体育協会）において、研究等が競技レベルや

活動場所を限定しているものではないことを踏まえた上で、「休養日を少なくとも１週

間に１～２日設けること、さらに、週当たりの活動時間における上限は、16 時間未満

とすることが望ましい」ことが示されている。 
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（２）学校の方針の策定と運用 

 校長は、２（１）に掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、

上記の基準を踏まえるとともに、市教育委員会が策定した方針に則り、各部活動の

休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各部活動の活動内容を把握し、

適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

 

 

（３）休養日及び活動時間等の設定の工夫 

 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫とし

て、定期試験前後の一定期間等、部活動共通、学校全体等の部活動休養日を設け、

週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定める。 

 

 

５．部費等の適正な管理 
 

（１）部費等を徴収する場合の会計処理 

    活動費として徴収する部費等については、野洲市立学校徴収金取扱要領（平成 26

年 4 月 1 日教育委員会告示第 8 号）に沿って、適切な会計処理をする。 

  ① 保護者等に過度な負担をかけないようにすること。 

 

  ② 部費等を徴収する場合は、領収書等を発行するなど入金状況が明確になるように

すること。また、徴収した部費等は金融機関に預けて保管すること。 

 

  ③ 部費等に係る出納簿を作成し、日ごろから会計の処理内容を明確にするとともに、

領収書など関係証書類等の整理を行っておくこと。 

 

  ④ 少なくとも年１回は保護者に対して監査を伴う会計報告を行うこと。また、その

際は管理職の承認を得ること。 

 

 

６．多様なニーズを踏まえた環境の整備 
 

（１）多様なニーズに応じた活動を行う運動部の設置の検討 

① 校長は、生徒の運動・スポーツに関するニーズが、競技力の向上以外にも、友だ

ちと楽しめる、適度な頻度で行える等多様である中で、女子や障害のある生徒等も

含めて、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる運動部の設置を検討

する。 

具体的な例としては、より多くの生徒の運動機会の創出が図られるよう、季節ご

とに異なるスポーツを行う活動、競技志向でなくレクリエーション志向で行う活動、
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体力つくりを目的とした活動等、生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機

付けとなるものが考えられる。 

 

※ スポーツ庁「平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（平成 30 年 2 月公

表）では、保健体育の授業を除く１週間の総運動時間が 60 分未満である中学校２年生

女子の割合は 19.4％で、このうち、０分の割合は 13.6％であった。 

※ スポーツ庁「平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（平成 30 年 2 月公

表）では、運動部や地域のスポーツクラブに所属していない、又は、文化部に所属して

いると答えた中学校２年生が運動部活動に参加する条件は、「好きな、興味のある運動

やスポーツを行うことができる（男子 42.9％・女子 59.1％）」、「友達と楽しめる（男

子 42.7％・女子 60.4％）」、「自分のペースで行うことができる（男子 44.4％・女子

53.8％）」が上位であった。 

 

 

（２）地域との連携等 

① 市教育委員会及び校長は、生徒のスポーツや文化的な活動環境の充実の観点から、

学校や地域の実態に応じて、地域の関係団体との連携、保護者の理解と協力、民間

事業者の活用等による、学校と地域が共に子供を育てるという視点に立った、学校

と地域が協働・融合した形での地域における環境整備を進める。 

 

② 市教育委員会及び校長は、学校と地域・保護者が共に子どもの健全な成長のため

の教育、スポーツ・文化的な活動環境の充実を支援するパートナーという考え方の

下で、こうした取組を推進することについて、保護者の理解と協力を促す。 

 

 

７．学校単位で参加する大会等の見直し 
 

（１）市教育委員会の取り組み 

 市教育委員会は、学校の部活動が参加する大会・試合の全体像を把握し、週末等

に開催される様々な大会・試合に参加することが、生徒や顧問の過度な負担となら

ないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、各学校の部活動が参加

する大会等について検討する。 

 

 

（２）学校の取り組み 

 校長は、生徒の教育上の意義や、生徒や顧問の負担が過度とならないことを考慮

して、参加する大会等を精査する。 
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８．終わりに 
 

   本方針は、生徒と教員にとって望ましい環境を構築するという観点から、部活動の

改革に向けた具体の取り組みについて示すものである。一方、スポーツ庁のガイドラ

インでは、少子化が進むことを踏まえ、ジュニア期のスポーツ環境の整備について、

長期的には一定規模の地域単位での活動を視野に入れた体制の構築にも言及された。 

   本市においては、こうした動きも注視しつつ、競技団体等の関係機関との連携も含

め、さらなる適正な部活動の運営について検討し推進してく。 
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資料１ 緊急事態発生時の対処と緊急体制について 
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資料２ 教育活動の法的責任と義務 
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資料３ 熱中症予防について 
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資料４ 落雷事故の未然防止について 

 


